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（ 2 ）（ 2 ）令和 4 年 1 月令和 4 年 1 月令和 4 年 1 月令和 4 年 1 月（ 3 ）（ 3 ）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

令
和
４
年
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
新

年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
頃
よ
り
村
政
各
般
に
わ
た
り
皆
様
に

は
、
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
っ
て
お

り
ま
す
こ
と
に
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

平
成
28
年
６
月
に
帰
還
困
難
区
域
を
除

く
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
て
か
ら
５
年
６

か
月
が
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
特
定

復
興
再
生
拠
点
区
域
と
な
っ
て
い
る
野
行

地
区
に
つ
い
て
は
、
拠
点
区
域
内
の
道

路
・
宅
地
・
農
地
の
除
染
と
、
家
屋
解
体

が
完
了
し
て
お
り
、
春
頃
の
避
難
指
示
解

除
を
目
指
し
て
昨
年
よ
り
準
備
宿
泊
を
開

始
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
門
口
舗
装
や

井
戸
の
掘
削
を
行
い
、
生
活
環
境
の
再
建

と
、
営
農
再
開
に
向
け
た
取
り
組
み
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
復
興
拠
点
区
域
外
に
つ
い
て

は
、
昨
年
８
月
に
国
か
ら
「
避
難
指
示
の

解
除
の
取
組
を
進
め
て
行
く
」
と
の
方
針

が
示
さ
れ
ま
し
た
。
引
き
続
き
村
民
の
皆

様
の
声
を
届
け
る
た
め
、
国
と
協
議
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

　

昨
年
か
ら
、
村
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、
移
住
・
定
住
事
業
に
も
注
力
し
て
い

ま
す
。
葛
尾
村
移
住
・
定
住
支
援
セ
ン

タ
ー
の
開
設
を
令
和
４
年
春
ま
で
に
予
定

し
て
い
る
ほ
か
、
葛
尾
村
版
移
住
支
援
金

助
成
事
業
等
、
新
た
な
事
業
も
開
始
し
ま

し
た
。

　

産
業
団
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
企
業
立

地
に
関
す
る
基
本
協
定
書
を
締
結
し
た
村

外
企
業
２
社
が
、
産
業
団
地
に
立
地
す
る

予
定
で
す
。
今
後
も
、
企
業
誘
致
を
推
進

し
、
雇
用
創
出
・
地
域
の
活
性
化
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

次
に
、
村
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林
畜

産
業
つ
い
て
は
、
水
稲
、
椎
茸
栽
培
や

繁
殖
牛
、
肥
育
牛
、
酪
農
、
養
鶏
の
復

活
、
緬
羊
、
山
羊
の
飼
養
等
の
新
規
事
業

の
開
始
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
農
業
者
の
皆

様
の
努
力
が
形
と
な
っ
て
現
れ
て
き
て
い

ま
す
。
昨
年
10
月
に
は
下
葛
尾
地
区
に
整

備
を
進
め
て
き
た
葛
尾
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

が
完
成
し
ま
し
た
。
今
後
は
施
設
を
拠
点

に
集
落
ぐ
る
み
で
営
農
を
行
う
集
落
営
農

組
織
の
育
成
・
支
援
を
す
る
こ
と
で
、
農

業
者
の
帰
還
・
再
開
を
促
進
し
て
い
き
ま

す
。
ま
た
、
水
稲
育
苗
施
設
、
肥
育
素
牛

生
産
施
設
、
大
規
模
酪
農
施
設
の
整
備
も

始
ま
り
、
令
和
５
年
春
の
稼
働
を
目
指
し

建
設
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、「
か
つ
ら
お
感
謝
祭
」

の
中
止
な
ど
、
多
大
な
影
響
が
あ
り
ま
し

た
。
全
国
的
に
感
染
状
況
が
落
ち
着
い
て

き
て
い
ま
す
が
、
新
た
な
変
異
株
の
確
認

等
、
感
染
拡
大
の
危
険
性
が
な
く
な
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
改
め
て
感
染
拡

大
防
止
対
策
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
感

染
を
防
ぐ
取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

令
和
５
年
に
、
葛
尾
村
は
村
政
１
０
０

周
年
を
迎
え
ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ
震
災
前

の
村
の
機
能
が
整
う
と
と
も
に
、
復
興
・

再
生
が
進
み
、
賑
わ
い
と
明
る
さ
も
出
て

ま
い
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
各
分
野
で

の
取
り
組
み
を
着
実
に
進
め
る
と
と
も
に
、

令
和
４
年
度
に
第
五
次
振
興
計
画
を
策
定

し
、四
季
の
美
し
い「
ふ
る
さ
と
か
つ
ら
お
」

の
再
生
、
持
続
可
能
な
村
づ
く
り
の
た
め

に
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

結
び
に
、
皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を

心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ

い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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岩 

角 

区 

長　
　
松
本　
忠
活

　
大 

笹 

区 

長　
　
田
中　
文
雄

　
野 

川 

区 

長　
　
島　
　
次
男

　
上
野
川
区
長　
　
石
井　
洋
一　
　

　
上
葛
尾
区
長　
　
松
本　
政
美

　
下
葛
尾
区
長　
　
松
本　
俊
男

　
広
谷
地
区
長　
　
高
屋
敷
秀
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
に
は
、
令
和
４
年
の
輝
か

し
い
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
よ
り
議
会
運

営
に
際
し
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
心
よ

り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
に
よ
り
、
一
年
を
通
し
て
日
常
生

活
に
大
幅
な
制
約
を
受
け
、
こ
れ
ま
で
積

み
上
げ
て
き
た
生
活
様
式
を
大
き
く
見
直

さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
り
ま
し
た
。

村
の
各
種
行
事
も
そ
の
多
く
が
中
止
や
縮

小
と
な
る
な
ど
村
民
同
士
が
交
流
す
る

せ
っ
か
く
の
機
会
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
多

く
、
感
染
の
早
期
収
束
を
願
っ
て
や
み
ま

せ
ん
。
年
末
に
か
け
国
内
の
感
染
者
数
は

減
少
し
て
い
ま
す
が
、
変
異
株
の
発
生
な

ど
に
よ
る
急
激
な
感
染
拡
大
が
い
つ
起
こ

る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
村
民
の
皆
様
に
は

引
き
続
き
入
念
な
感
染
症
対
策
を
実
践
さ

れ
、
感
染
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
、
東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
の

発
生
か
ら
、
間
も
な
く
11
年
が
過
ぎ
よ
う

と
し
て
お
り
、
村
の
大
部
分
の
避
難
指
示

解
除
か
ら
５
年
半
が
経
過
し
て
お
り
ま

す
。
解
除
後
、
約
３
割
の
皆
様
が
避
難
先

か
ら
戻
ら
れ
、
新
た
に
村
民
と
な
ら
れ
た

皆
様
と
と
も
に
村
内
で
生
活
を
営
ん
で
お

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
、
帰
還

困
難
区
域
で
あ
る
野
行
地
区
に
お
い
て
、

待
望
の
準
備
宿
泊
が
開
始
さ
れ
、
帰
還
困

難
区
域
の
避
難
指
示
解
除
の
道
筋
が
よ
う

や
く
見
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
復
興
再
生

拠
点
区
域
内
の
家
屋
解
体
や
除
染
の
完
了

に
伴
う
避
難
指
示
解
除
に
向
け
た
始
め
の

一
歩
で
は
あ
り
ま
す
が
、
議
会
と
い
た
し

ま
し
て
も
、
地
区
の
皆
様
、
村
民
の
皆
様

が
今
後
安
心
安
全
に
帰
村
で
き
ま
す
よ
う

関
係
機
関
へ
の
働
き
か
け
を
強
め
、
引
き

続
き
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
村
で
の
生

活
は
ご
不
便
な
点
も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま

す
が
、
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
、
す
で
に

戻
ら
れ
た
皆
様
と
こ
れ
か
ら
戻
ら
れ
る
皆

様
が
、
と
も
に
よ
り
快
適
に
生
活
で
き
ま

す
よ
う
村
当
局
と
の
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
復
興
・
再
生
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

　

現
在
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対

策
な
ど
の
た
め
、
議
会
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ

の
活
動
で
村
民
の
皆
様
の
ご
意
見
を
お
伺

い
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
面
も
ご
ざ
い
ま

す
。
一
刻
も
早
く
皆
様
が
ふ
る
さ
と
で
の

生
活
を
再
開
で
き
ま
す
よ
う
精
一
杯
努
力

し
課
題
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の

で
、
議
会
に
対
し
ま
し
て
一
層
の
ご
支
援

と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
本
年
が

輝
か
し
い
一
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
祈
念

申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま

す
。

謹
賀
新
年
～ 

持
続
可
能
な
村
づ
く
り 

～

葛
尾
村
長 

　
篠
木
　
　
弘

謹
賀
新
年
～ 

村
民
共
助
の
村
づ
く
り
、
復
興
の
更
な
る
前
進 

～

葛
尾
村
議
会 

議
長 

　
吉
田
　
義
則



（ 4 ）（ 5 ） 令和 4 年1月令和 4 年1月

《

議

決

議

案

》

議
案
第
63
号

村
長
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

村
長
等
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
率
を

引
き
下
げ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
っ

た
。

議
案
第
64
号

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
期
末
手
当
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

村
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

率
を
引
き
下
げ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
っ
た
。

議
案
第
65
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
職
員
の
期
末

手
当
の
引
き
下
げ
が
示
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
れ
に
準
じ
職
員
に
支
給
す
る
期
末

手
当
の
率
を
改
定
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
っ
た
。

 
令
和
３
年
第
６
回
臨
時
会

　
令
和
３
年
第
６
回
葛
尾
村
議
会
臨
時

会
は
、
11
月
30
日
に
開
催
さ
れ
、
提
出

さ
れ
た
案
件
に
つ
い
て
は
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

採決の状況

議案等番号

議案
○：賛成　●：反対　欠：欠席　退：退席　
全賛・・・全員賛成で可決・認定・採択等	
賛多・・・賛成多数で可決・認定・採択等
賛少・・・賛成少数で否決・不認定・不採択

議席	
番号 1 2 3 ４ 5 6 7 8

議
決
結
果

杉
本　

宜
信

中
村　

健
彦

松
本　

静
男

吉
田　

義
則

菅
野　

正
一

松
本　
　

操

三
瓶　

仁
一

佐
久
間
哲
次

議案第63号 村長等の給与及び旅費に関する条例の
一部を改正する条例について 全賛 〇 〇 〇

議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

〇 〇 〇 〇

議案第 64号
議会議員の議員報酬、期末手当及び費
用弁償に関する条例の一部を改正する
条例について

全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 65号 職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例について 賛多 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇

議 会 よ りだ議 会 よ りだ

《

議

決

議

案

》

議
案
第
66
号

葛
尾
村
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
整
備
事
業

分
担
金
徴
収
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

事
業
名
称
の
変
更
等
に
伴
い
旧
条
例
を

廃
止
し
新
た
に
条
例
を
制
定
し
た
。

議
案
第
67
号

葛
尾
村
産
業
用
地
の
貸
付
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

村
が
整
備
し
た
産
業
団
地
の
貸
し
付
け

に
よ
り
企
業
立
地
を
促
進
す
る
た
め
条
例

を
制
定
し
た
。

議
案
第
68
号

葛
尾
村
野
行
地
区
宿
泊
交
流
施
設
設
置
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　

野
行
地
区
に
建
設
し
た
宿
泊
交
流
施
設

の
設
置
に
つ
い
て
定
め
る
た
め
条
例
を
制

定
し
た
。

議
案
第
69
号

葛
尾
村
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
に

伴
い
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て
改
正
し

た
。

議
案
第
70
号

葛
尾
村
被
災
地
域
農
業
復
興
総
合
支
援
事

業
に
係
る
農
業
用
施
設
等
の
設
置
及
び
管

理
運
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　
農
業
用
施
設（
葛
尾
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
）

の
完
成
に
伴
い
施
設
を
追
加
し
た
。

議
案
第
71
号

工
事
請
負
変
更
契
約
（
大
笹
酪
農
施
設
敷

地
造
成
工
事
）
に
つ
い
て

　

敷
地
造
成
工
事
の
設
計
変
更
に
伴
い
工

事
請
負
契
約
の
金
額
を
変
更
し
た
。

議
案
第
72
号

工
事
請
負
変
更
契
約
（
水
稲
育
苗
施
設
敷

地
造
成
工
事
）
に
つ
い
て

　

敷
地
造
成
工
事
の
設
計
変
更
に
伴
い
工

事
請
負
契
約
の
金
額
を
変
更
し
た
。

議
案
第
73
号

令
和
３
年
度
葛
尾
村
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
６
千
５
百
万
円

を
減
額
し
、
予
算
総
額
を
80
億
９
千
４
百

万
円
と
し
た
。

議
案
第
74
号

令
和
３
年
度
葛
尾
村
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い

て
　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
５
千
20
万
円
を

追
加
し
、
予
算
総
額
を
３
億
６
千
８
２
５

万
円
と
し
た
。

議
案
第
75
号

令
和
３
年
度
葛
尾
村
介
護
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
１
千
２
２
８
万

円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
を
４
億
２
千
97

万
３
千
円
と
し
た
。

議
案
第
76
号

令
和
３
年
度
葛
尾
村
簡
易
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
40
万
円
を
減
額

し
、
予
算
総
額
を
１
千
１
４
２
万
円
と
し

た
。

一
般
会
計
補
正
予
算

主
な
歳
入
の
内
訳

　

分
担
金
及
び
負
担
金
４
６
０
万
３
千

円
、
使
用
料
及
び
手
数
料
の
減
50
万
円
、

国
庫
支
出
金
の
減
６
千
４
６
１
万
円
、
県

支
出
金
の
減
２
４
８
万
９
千
円
、 

繰
入
金

の
減
２
０
０
万
４
千
円

主
な
歳
出
の
内
訳

　
移
住
定
住
・
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
・

運
営
事
業
委
託
料
の
減
２
千
９
４
５
万
２

千
円
、
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付

金
支
給
事
業
費
２
千
２
４
０
万
円
、
福
祉

光
熱
費
等
助
成
事
業
費
１
４
５
万
円
、
帰

還
再
生
生
活
用
水
整
備
事
業
費
の
減
８
千

８
８
６
万
８
千
円
、
帰
還
再
生
生
活
道
路

整
備
事
業
費
２
千
５
４
０
万
２
千
円
、
新

型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
券
等
印
刷
費
64

万
９
千
円
、
農
業
経
営
持
続
化
支
援
事
業

交
付
金
３
４
２
万
６
千
円
、
村
民
グ
ラ
ウ

ン
ド
法
面
支
障
木
除
去
事
業
費
30
万
４
千

円 《
12
月
議
会
の
あ
ら
ま
し
》

　

村
長
か
ら
条
例
の
制
定
・
改
正
、

契
約
の
変
更
、
補
正
予
算
な
ど
11
議

案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
審
議
の
結

果
、
提
出
さ
れ
た
議
案
は
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
本
定
例
会

で
は
２
議
員
か
ら
３
件
の
一
般
質
問

が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
議
決
し
た
議
案
等
に
つ
い
て
は
次

の
と
お
り
で
す
。

単位：千円

一般会計
特別会計

国民健康保険 介護保険 簡易水道

歳　入
及び

歳　出

補正前の額 8,159,000 318,050 433,253 11,820

補正額 △ 65,000 50,200 △ 12,280 △ 400

計 8,094,000 368,250 420,973 11,420

補正予算の状況

　

令
和
３
年

１２
月
葛
尾
村
議
会
定

例
会
は
、

１２
月

１５
日
か
ら

１７
日
ま
で

の
３
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。 令

和
３
年
12
月
定
例
会



（ 6 ）（ 7 ） 令和 4 年1月令和 4 年1月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

　

化
槽
本
来
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
ず
、
処
理

水
を
放
流
し
て
い
る
河
川
な
ど
の
水
質
悪

化
や
、
悪
臭
に
よ
る
苦
情
の
原
因
と
な
り

ま
す
。
河
川
な
ど
の
水
質
悪
化
を
防
止
し
、

良
好
な
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
浄

化
槽
は
適
正
に
維
持
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

●
法
定
検
査
は
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

　

年
に
一
回
法
定
検
査
を
受
け
る
こ
と
は
、

浄
化
槽
管
理
者
の
義
務
で
す
。
検
査
を
行

う
こ
と
で
、
日
常
の
維
持
管
理
が
適
正
か
、

浄
化
槽
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
定
期
的
な
保
守
点
検
と
清
掃
を
し
ま

し
ょ
う
。

　

装
置
の
点
検
や
補
修
、
消
毒
薬
の
補
充

の
ほ
か
、
浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た
汚
泥
の
汲

み
取
り
等
は
、
登
録
事
業
者
に
委
託
し
、

定
期
的
に
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

単
独
処
理
浄
化
槽
を
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

　

汲
み
取
り
便
槽
や
ト
イ
レ
の
汚
水
の
み

を
処
理
す
る
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
台
所
や
洗
濯
な
ど
の

生
活
排
水
が
処
理
さ
れ
ず
に
河
川
や
側
溝

に
流
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
よ
り
良
い
水
環

境
を
後
世
に
残
し
て
行
く
た
め
に
、
全
て

の
生
活
雑
排
水
を
き
れ
い
に
す
る
「
合
併
処

理
浄
化
槽
」
へ
の
転
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

葛
尾
村
で
は
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
住
民
の
方
へ
設
置
費
用
を
補
助
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
住
民
生
活
係
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問　

住
民
生
活
係

　
　

☎
０
２
４
０-

２
９-

２
１
１
２

（ 6 ）令和 4 年 1 月

固
定
資
産
税
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
現
在
で
所
有

し
て
い
る
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
に
対

し
て
課
税
さ
れ
ま
す 

。
土
地
・
家
屋
は

法
務
局
の
登
記
情
報
に
基
づ
き
課
税
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
未
登
記
の
家
屋
に
つ
い

て
は
、
所
有
者
か
ら
の
申
告
に
よ
り
課
税

情
報
の
変
更
を
行
っ
て
い
ま
す
。
相
続
・

贈
与
等
に
よ
り
未
登
記
家
屋
の
所
有
権
移

転
を
行
い
た
い
方
、
環
境
省
事
業
も
し
く

は
自
分
で
家
屋
を
解
体
し
た
方
に
つ
い
て

は
、
各
種
届
に
よ
る
変
更
・
滅
失
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
総
務
課
税
務

財
政
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
は
村
へ
の
申
告
に
基
づ
い

て
課
税
し
ま
す
。
な
お
、
個
人
の
方
が

10
k
w
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備
を
設

置
さ
れ
た
場
合
も
償
却
資
産
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
事
業
用
償
却
資
産
を
所
有
す
る

方
は
、
令
和
4
年
1
月
31
日
（
月
）
ま

で
に
村
へ
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

税
務
財
政
係

　
　

☎
０
２
４
０–

２
９–

２
１
１
１

浄
化
槽
は
適
正
に
維
持
管
理
し
ま
し
ょ
う　
　
　

　

合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
力
に

よ
り
家
庭
の
生
活
雑
排
水
を
浄
化
す
る
施

設
で
す
。
適
正
に
管
理
し
て
い
な
い
と
、
浄

住
民
生
活
課

総

務

課

お 知 せら

退団消防団員感謝状贈呈

　消防団員として長年ご尽力なされ退団された団員の方々に、村長並びに消防団長より感謝状と記念品が
贈呈されました。    
・吉田　広 様　　・松本　正則 様　　・松本　安廣 様　　・松本　義信 様　
　地域の安全のために献身的な努力をしていただいたことに、感謝を申し上げます。

　　
　

採決の状況

議案等番号

議案
○：賛成　●：反対　欠：欠席　退：退席　
全賛・・・全員賛成で可決・認定・採択等
賛多・・・賛成多数で可決・認定・採択等
賛少・・・賛成少数で否決・不認定・不採択

議席	
番号 1 2 3 ４ 5 6 7 8

議
決
結
果

杉
本　
宜
信

中
村　
健
彦

松
本　
静
男

吉
田　
義
則

菅
野　
正
一

松
本　
　
操

三
瓶　
仁
一

佐
久
間
哲
次

議案第 66号 葛尾村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例の制
定について 全賛 〇 〇 〇

議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

〇 〇 〇 〇

議案第 67号 葛尾村産業用地の貸付に関する条例の制定について 賛多 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇

議案第 68号 葛尾村野行地区宿泊交流施設設置条例の制定について 全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 69号 葛尾村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 70号
葛尾村被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設
等の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条
例について

全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第 71号 工事請負変更契約（大笹酪農施設敷地造成工事）につい
て 賛多 〇 〇 〇 〇 〇 ● 退

議案第72号 工事請負変更契約（水稲育苗施設敷地造成工事）につい
て 全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第73号 令和３年度葛尾村一般会計補正予算（第４号） 全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第74号 令和３年度葛尾村国民健康保険事業特別会計補正予算 (
第３号 ) 全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第75号 令和３年度葛尾村介護保険事業特別会計補正予算 ( 第３
号 ) 全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第76号 令和３年度葛尾村簡易水道事業特別会計補正予算（第２
号） 全賛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 測 地 点 R2
12.10

R3 
12.13 計 測 地 点 R2

12.10
R3 

12.13 計 測 地 点 R2
12.10

R3 
12.13

葛 尾 村 K 6 地 点 0.60 0.49 日 山 登 山 道 入 り 口 0.17 0.16 夏 湯 局 0.13 0.12
葛 尾 村 立 葛 尾 中 学 校 0.09 0.08 か げ 広 谷 地 バ ス 停 付 近 0.58 0.58 大 放 婦 人 ホ ー ム 0.16 0.14
林 道 広 谷 地 線 東 屋 付 近 0.22 0.21 百 石 前 バ ス 停 0.16 0.16 葛 尾 村 役 場 0.11 0.10
野 行 集 会 所 近 傍 1.41 1.13 浜 井 場 北 平 線 入 り 口 0.12 0.11 下 葛 尾 集 会 所 0.09 0.08
旧 岩 角 集 会 所 敷 地 内 0.22 調整中 井 戸 沢 バ ス 停 0.14 0.14 上 野 川 多 目 的 集 会 所 0.08 0.07
旧 葛 尾 郵 便 局 前 0.14 0.13 大 笹 行 政 区 掲 示 板 付 近 0.11 0.12 上 葛 尾 集 会 所 0.08 0.08
大 放 多 目 的 集 会 所 0.20 0.17 木 取 場 入 口 バ ス 停 付 近 2.36 1.09 広 谷 地 集 会 所 0.14 0.13
野 川 集 会 所 敷 地 内 0.13 0.12 もりもりランド管 理 棟 前 調整中 0.17 大 笹 集 会 所 調整中 0.09
国道399号線沿い待避所観光案内板隣 0.21 0.22 国 道 399 号 東 平 交 差 点 0.17 0.12 せ せ ら ぎ 荘 0.21 0.18
葛 尾 小 学 校 前 0.11 0.10 県道50号線もりもりランド入り口付近 0.18 0.15 上 野 川 字 境 ノくき 付 近 調整中 0.14
葛 尾 幼 稚 園 前 0.10 0.10 県 道 50 号 線 関 下 0.21 0.20
診 療 所 前 0.16 0.15 岩 角・ 野 行 行 政 区 境 0.31 0.30

令和 3年度放射線モニタリング測定値 (葛尾村 )	No.117　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																								（μ Sv/h）

村
営
住
宅
入
居
者
募
集

○
西
ノ
内
集
合
住
宅

　
・
住
所　

葛
尾
村
大
字
落
合
字
西
ノ
内

　
　
　
　
　

11
―
１　

　
・
空
き
戸
数
２
戸

○
恵
下
越
団
地

　
・
入
居
資
格
要
件

　
　

①
入
居
者
が
平
成
23
年
３
月
11
日
時
点　

　
　
　
で
葛
尾
村
民
の
方
（
転
出
者
及
び

　
　
　

帰
村
者
を
除
く
）

　
　

②
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
方

　
・
住
所　

三
春
町
恵
下
越
２

　
・
空
き
戸
数　

27
戸
（
平
屋
13
戸
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

２
階
建
て
14
戸
）　

　

詳
細
は
地
域
整
備
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　

地
域
整
備
係

　
　

☎
０
２
４
０–

２
９–

２
１
１
３

有
害
鳥
獣
捕
獲
実
績

　

葛
尾
村
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
は
、
今

年
度
も
村
内
の
有
害
鳥
獣
を
捕
獲
し
て
い

ま
す
。

　

村
内
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
状

況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

11
月
捕
獲
頭
数
34
頭

　

令
和
３
年
度
累
計
捕
獲
頭
数

130
頭

問　

地
域
づ
く
り
推
進
係

　
　

☎
０
２
４
０–

２
９–

２
１
１
３

地
域
振
興
課

議 会 よ りだ
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お 知 せら お 知 せら

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

今回、支給を受けるにあたって、原則として「プッシュ型通知」による支給を行いますので、改めての申
請は不要です。（高校生等の方は申請が必要です。）

はじめに・・・申請は必要ですか？

次に記載する児童が対象になります。
①令和３年９月分の児童手当支給対象となる児童
②９月 30 日時点で高校生（平成 15 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれ）の児童
③ 10 月以降令和４年３月 31 日までに生まれた児童手当の支給対象児童（新生児）

１．うちの子は、対象になるの？（対象児童）

上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。（児童手当受給者
もしくはそれに準ずる対象者）

２．だれがもらえるの？（支給対象者）

対象児童 1 人につき、１０万円です。

３．いくらもらえるの？（給付額）

私は申請が必要なの？（申請が必要な方＝「プッシュ型」通知のお知らせが届かない方）

例えば、次に記載する方は申請が原則必要ですが、葛尾村が所得＋口座情報を把握している場合は改めて
の申請は不要になります。※詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
・令和３年９月 30 日時点で高校生（平成 15 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれ）の児童
・同年 10 月以降令和 4 年３月までに生まれた児童手当支給対象児童（新生児）の保護者
・児童と同居していない所属庁から児童手当を受給している公務員　等

問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに葛尾村役場から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の
操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに葛尾村役場の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

こんなときはどうなるの？

Ｑ．引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？
Ａ．基本的には、児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に振り込まれます。
　 「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和３年９月30 日）時点での住所地市町村（特
　 別区含む）から支給されますので、10 月１日以降転居された方は、引越前の市町村にお問い合わせください。
Ｑ．ＤＶ被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか？
Ａ．令和３年９月分の児童手当の支給を配偶者（DV 加害者）が受けている場合についても、葛尾村で子　
　 育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談
　 ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。子育て世
　 帯への臨時特別給付金については、他方の配偶者等は支給を受けられません。

子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します！

原則「プッシュ型」支給です。葛尾村では12月末に支給済みです。（申請が必要な方を除く）

葛尾村
役場

子育て
世帯

申請が必要な方
（「プッシュ型」通知のお
知らせが届かない方）
※高校生や新生児の
保護者及び児童と同
居していない公務員等

対象の方には、12 月から順次支給を開始しています。以降、入金の確認ができなかった場合には、お問
い合わせください。※申請が必要な方については、支給時期が異なります。詳しくは担当窓口までお問い
合わせください。

４．いつもらえるの？（支給時期）

①児童手当を受給している受給者及び一部の高校生や新生児の保護者
　令和３年 10 月支給時の児童手当を受給している口座や別途届出済みの口座に振り込みます。
②支給申請を行った保護者
　子育て世帯への臨時特別給付金申請書で、別途指定した口座に振り込みます。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨
　時特別給付金が支給されませんので、令和 4 年 1 月末までに必ずご対応をお願いします。

５．どんなかたちでもらえるの？（支給方法）

③児童手当登録銀行口座等へ振り込みます。

①給付金のご案内・希望しない場合等の届出書
　を送付します。

②希望しない場合等のみ、届出書を返送してく
　ださい。

※一部の方については、子育て世帯への臨時　
　特別給付金申請書を提出します。
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医療機関でのがん検診のご案内

　今年度の総合健診・乳がん検診・子宮がん検診等でがん検診を受診できなかった方を対象に、福島市・

郡山市・いわき市の協力医療機関においてがん検診を実施します。

　受診を希望される方には「検診録」と「医療機関一覧」をお送りしますので、担当までご連絡ください。

○実施医療機関および実施期間等

問　健康福祉係　☎ 0240-29-2112

実施医療機関 実施期間 検診費用

福島市内の協力医療機関

令和４年２月１日（火）
～　２月２８日（月）

無料郡山市内の協力医療機関

いわき市内の協力医療機関

検診名 検査内容 対象者

肺がん検診 問診・胸部 X 線検査 ３０歳以上

肺がん検診（喀痰検査） 問診・喀痰細胞診 ５０歳以上

胃がん検診 問診・胃部 X 線検査または胃カメラ ３０歳以上

大腸がん検診 問診・便潜血検査 ３０歳以上

乳がん検診 問診・視触診（※）・マンモグラフィ ４０歳以上の女性

子宮がん検診 問診・視診・内診・子宮頸部の細胞診 ２０歳以上の女性

○検査内容と対象者

※郡山市の協力医療機関は視触診は行わず、マンモグラフィのみです。

申込から受診までの流れ

①役場に電話にてお申し込みください。

　住民生活課　☎ 0240-29-2112

　申込〆切：令和４年１月３１日（月）まで

②役場から「検診録」と「医療機関一覧表」を送付します。

③各自で希望の医療機関を選び、電話で予約していただきます。

　※医療機関の混雑状況により、希望通りに受診できない場合もありますのでご確認ください。

④予約した日時に医療機関で受診してください。

　※検診録と保険証を忘れずにお持ちください。

お 知 せら お 知 せら

　　
　　

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目）について

　新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）は、２回目接種日から原則８ヶ月以上が経過した１８歳以上
の方を対象に行います。

接種券の発送：接種対象月の 1 ヶ月前に順次発送します。
　　　　　　  ※予約の都合上接種券を先に必要な方は、個別に対応しますのでご連絡ください。
○回数：1 回接種
○使用ワクチン：ファイザー、武田／モデルナ
○予約：接種券が届き次第予約可能です。
○接種場所：葛尾村診療所　毎週水曜日午後
※避難先（居住先）で追加接種を希望される方は、居住先の市町村にお問い合わせください。
○接種時期：令和４年２月～（予定）
※ワクチンの入荷時期により変更となる場合があります。
○他市町村で接種を受けた後に葛尾村へ転入された方
　葛尾村に転入した方の接種記録は、葛尾村に自動的には引き継がれません。転入者の方は追加接種用接　
　種券発行申請が必要です。申請には接種済証又は接種記録証が必要となります。
※お手元に接種済証又は接種記録証がない方は、2 回目接種時点で住民票があった市区町村から接種済
　であることが分かる書類を取得してください。
○ 1 回目、2 回目未接種の方
　未接種の方で接種を希望する方への接種は、3 回目接種時期に合わせて実施予定です。
　希望する方は問い合わせください。

２回目接種月 3、4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月

３回目接種月（8ヶ月経過） 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月   6 月   7 月

予約専用・お問い合わせ番号　080-2110-3188

ご寄付の紹介

　東京土建一般労働組合調布支部の皆様から村へ義援金、株式会社ふたば様から蓄電池をご寄付していた
だきました。いただいた義援金は、村の復興・発展のために、蓄電池は災害時・イベント時等に有効に活
用させていただきます。

　　
　

株式会社ふたば様 東京土建一般労働組合調布支部の皆様
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　福島県立医科大学では、県民の皆さまの「こ
・ ・

ころ」や「か
・ ・

らだ」の健康状態をお伺いし、必要に応じて適
切なケアや支援を行うための調査を実施しています。県民の皆さまが調査に親しみを持っていただきたいと
の思いを込めて、令和３年度調査より「ここから調査」と愛称を付けました。また、皆さまのご負担を軽減
するため、質問項目を減らし、１０分程度で回答いただけるようにいたしました。
　普段の生活では気づきにくいご自身の「こ

・ ・
ころ」や「か

・ ・
らだ」の変化をチェックできる機会にもなります

ので、積極的なご回答をお願いします。
　なお、令和 4 年 8 月末までに回答をいただいた方には、結果通知書をお返しいたします。
　専門的な支援が必要と判断された場合には、臨床心理士、保健師、看護師等による「こころの健康支援チー
ム」からご連絡をさせていただきます。

令和３年度県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に関する調査」
ここから調査のお知らせ

対  象  者 令和３年４月１日現在住民登録のある方等

発送時期 令和４年２月上旬より発送予定

回答方法 郵送またはオンライン（スマートフォン・パソコンによる）回答

問  合  せ
福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

　TEL：024-549-5170
9：00 ～ 17：00（土日祝・年末年始を除く）

問　健康福祉係　☎ 0240-29-2112

お 知 せらお 知 せら

〜新成人の皆さんへ〜　20歳になったら国民年金

　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったときや家族の働き手が亡くなったときに、働いて
いる世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
　20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳になると日本年金機構から国民年金
加入のお知らせが届きます。

　  将来の大きな支えになります！
　  国民年金は 20 歳から 60 歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
　  国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保証されます。
　  老後のためだけのものではありません！
　  国民年金は、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
　  障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
　  また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子の
　  ある配偶者」や「子」）が受け取れます。

　  国民年金の保険料
　  国民年金第 1号被保険者及び任意加入被保険者の1 カ月当たりの保険料は 16,610 円です（令和　  
　  3 年度）。
　  「付加年金制度」があります！
　  定額保険料（16,610 円）に月額 400 円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年
　  金に付加年金が加算され、年金額を多く受け取れます。
　  「前納割引制度」があります！
　  保険料をまとめて前払い（前納）すると、割引が適用されるのでおトクです。
　  口座振替・クレジットカードでのお支払い
　  口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。
　  さらに、「早割（当月未納付）」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。
　  ※付加年金及び前納は申出月からの開始となりますので、20 歳到達月（20 歳の誕生日の前日が
　  含まれる月）からの納付を希望される場合は、20 歳到達月中にお申し出ください。

　  「学生納付特例制度」
　  学生の方は、ご本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶
　  予される制度です。
　  対象となる学生は、学校教育法に規定する大学・大学院・短期大学・高等学校と高等専門学校・専修
　  学校及び各種学校（修業年限 1年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
　  「納付猶予制度」
　  学生でない 50 歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が
　  猶予される制度です。

問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
い

学
生
納
付
特
例
制
度
と

「
納
付
猶
予
制
度
」

国民年金のご相談・お手続きについては葛尾村役場または年金事務所までお問い合わせください。
上記の国民年金制度の内容やメリットなどに関する動画はこちら→

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

　　
　　

国民年金基金制度のご案内

　自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第 1 号被保険者の皆様へ
●国民年金基金は、自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第１号被保険者の方々がゆとりある老後
　を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。
●加入できる方は、国民年金に加入している 20 歳以上 60 歳未満の方および 60 歳以上 65 歳未満の方や海
　外に居住されている方で国民年金に任意加入している方です。
● 65 歳から生涯受け取ることができる終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。
●掛金は全額が所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。
　受け取る年金も公的年金等控除の対象になりますので、税制面で優遇されます。
●万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支払われますので、掛け捨てになりません。（一部の
　年金タイプを除く）遺族一時金は全額非課税です。※ 2021 年 1 月現在
●加入した時に確定した掛金額と年金額は変わりません。（ご加入時の内容でお支払いした場合）
●ご加入いただいた後も掛金の額を口数単位で増減できます。

問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

●国民年金基金についてのお問合せ　

　全国国民年金基金 福島支部 0 1 2 0（ 6 5）4 1 9 2
　〒960-8043 福島市中町 1 番 19 号 中町ビル 5F　 https://www.zenkoku-kikin.or.jp

フリーダイヤル　     ローゴ　　  ヨ イ ク ニ
全国国民年金基金
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お 知 せら

　　 相馬税務署からのお知らせ

１　令和３年分の所得税等の確定申告書作成会場について

　令和３年分の所得税（及び復興特別所得税）、消費税（及び地方消費税）及び贈与税の確定申告期におけ

る申告書作成会場は、次のとおり開設する予定です。

○開設場所　『相馬市振興ビル６階』　相馬市中村字塚ノ町 65-16

○開設期間　令和４年２月 10 日（木）～３月１５日（火）《土・日・祝日を除く》

○開設時間　午前９時～午後４時

※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、会

　場で当日配布しますが、ＬＩＮＥを通じたオンラインによる事前発行も可能です（配付方法の詳細は、

　別途国税庁ホームページ等によりお知らせします。）。

※「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。

※会場の駐車台数には限りがありますので、ＪＲ・バス等をご利用ください。

※税務署内には、申告書作成会場を設置しておりませんので、開設期間中に申告書作成会場にお越しくだ

　さい。

２　自宅からスマホ等で確定申告！

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、お手持ちのスマートフォン・タブレッ

ト等で、所得税の確定申告書が作成できます。

○マイナンバーカード方式

　マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用して申告！

○ＩＤ・パスワード方式

　ＩＤとパスワードを取得して申告！

※ＩＤとパスワードの発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ち

　の上、お近くの税務署にお越しください。（確定申告期間中に限らず、随時申請可能です。）

※申告内容によっては、ご利用いただけない場合もあります。

　なお、従来どおりパソコンから「確定申告書等作成コーナー」を利用して、申告書を作成・印刷し、税

　務署へ郵送等により提出することもできます。国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

３　令和３年分確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。

　税務署に所得税等の確定申告書を提出する都度、マイナンバーの記載と本人確認書類（番号と身元の確

認できるもの）の提示または写しを添付していただく必要があります。

《本人確認書類の例》

(1) マイナンバーカード（番号確認と身元確認）

(2) 通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）

　  ※申告書作成会場においでになる際は、本人確認書類の持参をお願いします。

　  ※確定申告書を郵送する場合は、本人確認書類の写しの添付をお願いします。

問　相馬税務署　☎ 0244-36-3111

寄付総額　2,513,000 円（令和３年11 月分）

♦お名前
武　笠　茂　男 様（東京都）　　鈴　木　政　貴 様（東京都）　　犬　飼　　　晃 様（東京都）　
福　島　明　博 様（東京都）　　師　田　晃　彦 様（東京都）　　伊　藤　　　彩 様（神奈川県）　
本　多　輝　夫 様（福島県）　　田　尻　英　治 様（和歌山県）　富　所　孝　正 様（神奈川県）
朝　山　和　友 様（愛知県）　　高　山　一　宏 様（神奈川県）　北　村　俊　之 様（長野県）　
荒　川　奈穂子 様（茨城県）　　木　村　啓一郎 様（千葉県）　　林　　　哲　也 様（千葉県）
青　砥　辰　徳 様（神奈川県）　松　田　　　稔 様（長野県）　　岡　田　　　実 様（山梨県）
向　山　正　治 様（茨城県）　　谷　口　　　徹 様（岐阜県）　　森　安　伸　介 様（東京都）
麦　田　美智子 様（熊本県）　　山　西　　　裕 様（茨城県）　　土　方　健　一 様（神奈川県）
伊　藤　多嘉彦 様（東京都）　　中　村　敏　彦 様（大阪府）　　中　摩　智　子 様（東京都）
深　野　昌　明 様（栃木県）　　染　野　朋　子 様（東京都）　　
斉　藤　葉　子 様（東京都）　　小　林　卓　也 様（埼玉県）

上記含め105名

ふるさと納税 次の方々からご寄付をいただきました。

　寄付金は、観光・農林業・商工業の振興や教育・文化の振興等、寄付者の申出に合わせた
事業等に有効に活用させていただきます。ありがとうございました。
　葛尾村では、ふるさと寄付金（ふるさと納税）の返礼品（地場産品）を募集しています。
詳細は担当までお問い合わせください。

問　総務企画係　☎ 0240-29-2111

お 知 せら

休日及び時間外のマイナンバーカード申請受付

問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

　マイナンバーカードの申請・交付、電子証明書の有効期限更新などの受付を、月に１回、休日と木曜日
の時間外に行っています。
　予約制となりますので、希望される方は必ず住民生活係へお電話にてご予約のうえ、お越しください。

今月の受付日は
　　		１月20日（木）午後5時15分～午後6時
　　　　※予約の受付は1月14日（金）まで

　　		１月23日（日）午前9時～午後4時
　　　　※予約の受付は1月17日（月）まで

平日時間内においでになれない方は、ぜひご利用ください。

時間外

休　日
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お 知 せら

お悔やみ申し上げます

名　前

新　開　慶　亀

東海林　正　法

菅　野　安　一

松　田　一　宏

死亡月

令和３年 12 月

令和３年 12 月

令和３年 12 月

令和３年 12 月

年齢

86

92

96

74

行政区

野川

上野川

上葛尾

野川

（令和3年11月15日～令和3年12月14日届出分）

　新型コロナウイルス感染症に対して、ワクチンの

接種が進んでいます。前回、ご紹介した抗体検査か

らも明らかなように、ワクチンの効果は日が経つに

つれて徐々に低下してしまいます。

　オミクロン株も流行の兆しを見せる現在、その対

策のためにも、この冬に 3 回目のワクチンの追加接

種が必要と思われます。実際に、追加接種が世界で

もっとも進んだイスラエルでは、追加接種によって

この冬の流行が抑えられています。

　3 回目追加接種について、色々とご心配の方も多

いと思います。ただ、世界のこれまでの知見から、

ワクチンの有効性にも副反応の安全性にも問題がな

いと考えられます。例えば、3 回目の追加接種のと

きの副反応は、2 回目接種のときと同じくらいの強

さであったことがアメリカはじめ、各国で報告され

ています。

坪倉正治先生
福島県立医科大学 医学部
放射線健康管理学講座主任教授

　また、3 回目に、これまでと異なる種類のワクチ

ンを打った場合でも、ワクチンは十分に効果を発揮

しました。つまり、これまでに 1 回目と 2 回目でファ

イザーを打った人が、3 回目でモデルナのワクチン

を打っても、効果に問題ないということです。２回

目の接種時に熱が出たり、様々な情報に不安を持た

れたりする方もおられると思います。しかし、ワク

チンは感染対策の要です。入院やコロナウイルス感

染による死亡を明らかに減らす効果が証明されてい

ます。今後の感染対策のため、接種を検討いただけ

ればと思います。

坪倉先生のいきいき健康ナビ  Ｎｏ.30

第３３回ふくしま駅伝
　第３３回のふくしま駅伝が１１月２１日に開催され、今年度は、葛尾
村から選手として木戸美帆さん、コーチとして松本忠明さん・栁沼晃太
さんの３名が希望ふくしまチームの一員として参加しました。
　１年振りに白河スタートとなった本大会では、１区を木戸美帆さんが
力走し、福島県庁までの１６区間をたすきを繋いで走りきりました。
　チームとしての結果は昨年大会より順位を落としてしまい３７位でし
たが、選手は終了後の解散式で、来年の参加と力走を誓い合っていました。

野行地区宿泊交流館　外観

野行地区宿泊交流館　内装

特定復興再生拠点区域での
準備宿泊が始まりました
　11 月 30 日から、野行地区内にある特定復興再生拠点区域内での準
備宿泊が始まりました。
　村への帰還に向けて生活の準備をするために、区域内の自宅や野行地
区宿泊交流施設で一定期間宿泊が可能です。
　野行地区宿泊交流施設は、野行集会所隣に建設され、区域内に住民登
録がある方や、その親族の方などが一時宿泊のため利用することが可能
です。
　準備宿泊をされる方は、コールセンターへの事前連絡が必要です。ま
た、宿泊交流施設に宿泊される方は、別途役場へのご連絡をお願い致し
ます。

地域包括連携協定締結式
　11 月 18 日に葛尾村とヤマト運輸株式会社による、地域包括連携協定締結
式を、村民会館視聴覚室にて執り行いました。
　この協定は、葛尾村とヤマト運輸株式会社が、双方の資源を有効に活用し協
定することにより、一層の地域の活性化や住民サービスの向上に資することを
目的とし締結するものです。協定では、安全・安心な地域づくりに関する事項
や、災害対策に関する事項などが定められております。

アイデア賞を受賞
～第２０回ふくしまふるさとCM大賞2021～

　１２月１３日、一般社団法人葛力創造舎さんが作成した CM動
画が、KFB福島放送の「第２０回ふくしまふるさとCM大賞」でア
イデア賞を受賞し、同社の寺尾克彦営業推進部長から、トロフィー
と賞状が授与されました。アイデア賞を受賞し、村長は「今回の
受賞は村の若い世代の発想力が認められたもの。今後も活動をと
おして葛尾村の名前を PR してもらいたい」と話していました。
　アイデア賞を受賞した今回の CM 動画は、春から年間３０回福
島県内で放送される予定です。
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　12月 4日、「第 8回	双葉郡ふるさと創造学サミット」が開催されました。今回も新

型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインで行われました。「伝えあい、つな

がって、広がる　ふるさとふたばの学び」をスローガンに双葉郡 8町村の小中高校が

参加しました。

　葛尾中学校では「健康づくり」をテーマにして、他校の生徒との意見交換を行い「お

年寄りを笑顔にする方法」について考えました。小学校では「葛尾村を探検・調査し

て見つけたすばらしさ」について発表し、葛尾村の PR 動画も作成して葛尾の魅力を発

信しました。

双葉郡ふるさと創造学サミット

令和３年度 双葉地区社会教育
委員連絡協議会研修会

教育委員・社会教育委員
による施設訪問

葛  尾  村  役  場
〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

総　務　課 ☎0240-29-2111
住民生活課 ☎0240-29-2112
地域振興課 ☎0240-29-2113
議会事務局 ☎0240-29-2160
教育委員会 ☎0240-29-2170
公　民　館 ☎0240-29-2008

ＦＡＸ 0240-29-2123

（田村地区）
市外局番：0247

診療時間
午前9時～午後６時

※受診の際は、健康保険証を持参してください
※当番医、診療時間等変更になることがあります。 あらかじめ電話等
　でご確認ください。
福島県医師会 http://www.fukushima.med.or.jp/
田 村 医 師 会 https://www.tma.or.jp/

帰村 334

避難指示解除
後の転入

村内居住 111
村外居住 19
計 130

避難
県内 819
県外 57
計 876

計 1340

葛尾村の帰村状況について
令和3年12月1日現在（外国人含む）（人）

		5日(水)矢吹　　康	先生（矢吹医院）

12日(水)雷　　　毅	先生（雷クリニック）

19日(水)上遠野栄一	先生（かとうの内科クリニック）

26日(水)雷　　　毅	先生（雷クリニック）

受付時間：午後１時30分～
　　　　  午後5時
診　　療：午後２時から開始
診療科目：内科・小児科

☎ 0240-29-2036
※予防接種を希望の方は、あらかじ
　めご予約をお願いします。

受付時間：午前9時00分～午前11時30分
　　　　  午後1時30分～午後  5時30分
診 療 日：毎週火・水・木曜日（祝祭日除く）

☎0240-29-2110
※院内感染予防の観点から事前にご予約くだ
　さい。

葛尾歯科診療所葛尾村診療所

今月の行事（令和 4 年 1月）

●男　　性　　　695　人　（±０）
●女　　性　　　645　人　（▲４）
●合　　計　　 1340　人　（▲４）
●世 帯 数　　　475世帯   （▲３）

令和3年12月1日
現在（外国人含む）

1 月   1 日 三春病院　 三春町 ☎ 62-3131
1 月   2 日 たむら市民病院　 船引町 ☎ 82-1117
1 月   3 日 まつえ整形外科　 船引町 ☎ 81-1222
1 月   9 日 橋本医院　 小野町 ☎ 72-3711
1 月 10 日 まつざき内科胃腸科クリニック 常葉町 ☎ 77-2870
1 月 16 日 せんざき医院 三春町 ☎ 61-2777
1 月 23 日 都路診療所 都路町 ☎ 75-2003
1 月 30 日 南東北病院滝根診療所 滝根町 ☎ 78-2442

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる場合が
　あります。

避難先をお知らせください
避難先住所を移動された方は、変更が
あった日から 14 日以内に、住民生活
課窓口に届出をしてください。
☎０２４０-２９-２１１２

お 知 せら

インフルエンザ
予防接種の注意点

インフルエンザウイルスには、新型コロナウイルスワクチンを接種しても効き目が期待できませんので、新型コロ
ナウイルスワクチンを接種した方でも、インフルエンザワクチンを受けることをおすすめします。
※新型コロナウイルスワクチンを接種した方は、予防接種済票をお手元に準備し、事前に予約をしてください。
※新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンは2 週間以上間隔を空けてください。

※発熱等の症状がある場合は、受診前にご連絡ください。※受診の際は、お薬手帳をお持ちください。注意事項

2日(日)
6日(木)
8日(土)
9日(日)

12日(水)

13日(木)
14日(金)
20日(木)
22日(土)
23日(日)

成人式
パッチワーク教室（恵下越）
大正琴教室
新春バレーボール大会
パッチワーク教室（葛尾）

剣道教室
寿学級
パッチワーク教室（恵下越）
大正琴教室
カルチャースクール・わんぱく教室

26日(水)
27日(木)
30日(日)

パッチワーク教室（葛尾）
剣道教室
文化財防火デーに伴う
消防訓練
商工会ビーチボールバレー大会

健康作りについて考えたことを発表しました

講師：川内コミュニティ未来プロジェクト事務局長　佐原禅さん

村の魅力をさがしてきました !

　11 月 30 日、令和３年度双葉郡社会教育委員連絡協議会研

修会が葛尾村公民館で開かれました。これは双葉郡内町村の社

会教育委員を対象として、研修会及び各町村の生涯学習事業の

現状と課題についての意見交換を行い、双葉地区の社会教育の

充実、生涯学習の振興を目的とする活動の一環です。

　川内コミュニティ未来プロジェクト事務局長の佐原禅さん

を講師としてお招きし、講演をしていただきました。地域活動

の目的や内容について行っていることなどをお聞きしました。

　11月 16日に教育委員・社会教育委員による、

施設訪問と給食の試食を行いました。この活動

は、葛尾幼稚園と小・中学校における学習、生

徒指導の実際、教育環境の参観、校長との懇談

等を通して、村の幼稚園と小・中学校教育に対

する理解を深めるとともに、社会教育施設の活

用状況を確認し、教育長・教育委員・社会教育

委員、事務局としてのさらなる資質向上に努め

ることを目的としたものです。

今月の納税等
村県民税　　　　		　　　　					　　第４期								
国民健康保険税　　　　　　　　　第7期
介護保険料　　　　		　　　　　　第6期
後期高齢者医療保険料　　　　　第6期
納　期　限	　	　	1月 31日 (月 )
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公 式 ホ ー ム ペ ー ジ
メ ー ル マ ガ ジ ン 登 録
広 報 担 当 電 子 メ ー ル

https://www.katsurao.org/
http://katsurao.inf-gnet.jp/regist.html
hp@vill.katsurao.lg.jp

葛尾村ホームページ
（携帯用）はこちら→

緊急情報受信・葛尾村
メールマガジンの登録
はこちら→

皆さまからの情報や意見のご提供をお待ちしております。
hp@vill.katsurao.lg.jp
☎ 0240-29-2111・FAX0240-29-2123︎
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の
よ
う
に
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。
お
正
月
と
い
え
ば
お

せ
ち
料
理
や
お
餅
、
お
雑
煮
な
ど
お
い
し

い
食
べ
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
ね
。

お
い
し
く
て
つ
い
食
べ
す
ぎ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
健
康
に
注
意
し
て
本
年
も
元
気
に

お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

　

本
年
も
広
報
か
つ
ら
お
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
W
・
Y
）

板木からの風景

編
　
集
　
後
　
記

ようちえんまつり開催
　１１月１６日、葛尾幼稚園「ようちえんまつり」
が開催されました。
　保育参観として、保護者の方々も参加し、魚釣
りやダルマ落としゲーム等子どもたちの手作りの
お店で「縁日ごっこ」を行いました。
　今回は、都路こども園との交流保育もあり、一
緒に縁日ごっこを楽しむことができました。最後
は、保護者会のお菓子釣りを行い、笑顔いっぱい
の子どもたちでした。


